
豊橋まちなか活性化推進協議会「まちなか店舗情報コーナー」取扱要領 

 

○ まちなか店舗情報コーナーとは、豊橋まちなか活性化推進協議会が運営・管理している中心市街地

における店舗の魅力を発信するための HP・SNS・ハガキスタンドの総称です。 

 

○ まちなか店舗情報コーナーは、掲載申込書（別紙１）により、提出を受け付け、掲載決定日より期限

なく掲載が可能です。掲載決定後の店舗 PRの更新・追加・差替は、随時受け付けます。 

 

○ 対象事業者は、豊橋市中心市街地内で商業・サービス業の店舗営業を行う者とします。 

 

○ 申込内容の精査後、掲載の可否に関わらず、申込者へ掲載決定通知書（別紙２）を送付します。 

 

○ 掲載する時期、順番につきましては、豊橋まちなか活性化推進協議会にて決定します。 

 

○ 次に該当する場合は、まちなか店舗情報コーナーの掲載はできません。 

・豊橋市広告掲載基準第２条に該当する業種又は事業者 

・豊橋市広告掲載要綱及び豊橋市広告掲載基準を遵守しない場合 

また、上記以外にも性質上、業種や内容により掲載できない場合があります。 

 

○ 掲載が決定された店舗においても、店舗 PR の内容、デザイン等が法令等に違反しているとき又はそ

のおそれがあるときは、豊橋まちなか活性化推進協議会は掲載内容等の変更を求め、対応できない場

合には掲載の決定を取り消すことができるものとします。 

 

○ 掲載内容は、豊橋まちなか活性化推進協議会にて、スペース等に応じて一部変更する場合がございま

す。 

 

○ まちなか店舗情報コーナーの内容に関する一切の責任は、掲載申込者が負うものとし、豊橋まちなか

活性化推進協議会は発生したトラブルについて一切の責任を負いません。 

 

○ 広告効果等を把握するために、利用状況等をまちなか活性課より確認させていただく場合があります

のでご協力をお願いします。 

 

○ まちなか活性化推進協議会 Instagramアカウントは、アカウント名「豊橋まちなか情報ステーション」、

ID「toyohashi_machinaka」です。 

 

○ PRはがき設置希望の場合は、仕様など詳しい案内を再送します。  



■掲載申込書について 

店舗住所 店舗住所・郵便番号の記載をお願い致します。 

（丁目や番地などお間違いのないようお気を付けください。） 

店舗名 店舗名の記載をお願い致します。（手書きの場合、アルファベット等明確に記載

してください） 

代表者役職・氏名 代表者様の役職及び氏名の記載をお願い致します。（※こちらは Instagram 等に

掲載致しません。） 

担当者氏名・連絡

先 

まちなか店舗情報コーナーについてのご連絡をします。 

メールでのご連絡を基本としますが、返信がない場合などにお電話します。 

午後１時から午後４時につながりやすい連絡先を記載してください。 

大分類 飲食・物販・サービスから選んでください。 

小分類 あてはまるものにチェックを入れてください。 

エリア 中心市街地を８つに分けています。あてはまるものにチェックを入れてくださ

い。判断がつかない場合は空欄でけっこうです。 

＜エリア＞ 
駅前大通／広小路／大橋通／西駅／ときわ・松葉／萱町／旧城下町※1／
PLAT・水上ビル方面エリア※2 
※1 旧城下町エリア…湊町・関屋町・上伝馬町・新本町・花園町・札木町・魚町・呉服

町・大手町・神明町・新吉町など 

※2 PLAT・水上ビル方面エリア…豊橋ビル・大豊商店街・大手ビル・東西小田原町・新

川町・中柴町・大国町 

営業時間等 定休日や詳細な営業時間はリンク先で確認していただきますので、昼・夜・午後

10 時以降とテイクアウトの有無をチェックしてください。 

ＨＰリンク先 ＨＰリンク先の記載をお願い致します。（手書きの場合、アルファベット等明確

に記載してください） 

掲載方法 希望する掲載方法を選んでください。（複数回答可） 

商品写真等の提

出方法 

商品写真や店舗の写真の提供方法をどちらかお選びください。 

HPや SNS からの引用を許可してくださる店舗様については、サイト URLやアカウ

ント名・アカウント ID等の記載をお願い致します。 

また、引用の許可をされない場合でもＨＰのＵＲＬやＳＮＳアカウントを記載し

ていただいた場合は、ＵＲＬ・アカウント名を投稿内に掲載いたします。 

※当課職員が購入させていただいた各店舗の商品・店舗外観を撮影して利用させ

ていただく場合もございます。 

お店から一言 

（PR文章） 

Instagram本文の本文に掲載する店舗・商品 PRなど、ご希望あれば記入してくだ

さい。（※誤字・脱字、スペル間違いのないようお気を付けください。誤りがあ

った場合は、当課で修正させていただく場合もございます。） 

 

 

この要領は、令和２年８月１日から適用します。 

 


